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　１　農業の概要

※　農林業センサスに基づいて記入。

※農業委員会調べ

２　農業委員会の現在の体制

R 5 年 7 月 19 日

農地利用最適化推進委員

令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

都 道 府 県 名 鳥取県

農 業 委 員 会 名 鳥取市農業委員会

Ⅰ　農業委員会の状況（令和４年３月３１日現在）

単位:ｈａ

田 畑 計
普通畑 樹園地

40 4,273

牧草畑

耕地面積 5,370 1,450 － － －

27

6,820

経営耕地面積 3,323 950 681 229

198

農地台帳面積 6,141 2,677 2,633 44 8,818

遊休農地面積 171

※１　耕地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入
※２　経営耕地面積は、農林業センサスに基づいて記入
※３　遊休農地面積は、農地法第30条第１項の規定による農地の利用状況調査により把握した第32条第１項
　　　第１号又は第２号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

農家数(戸) 農業者数(人) 経営数（経営）

総農家数 5,677 農業就業者数 8,156 認定農業者 117

自給的農家数 2,378 女性 3,589 基本構想水準到達者 201

販売農家数 3,299 40代以下 1,732 認定新規就農者 9

主業農家数 330 ※　農林業センサスに基づい
て記入。

農業参入法人 58

準主業農家数 481 集落営農経営 13

副業的農家数 2,505 特定農業団体 0

集落営農組織 13

任期満了年月日

     農業委員 定数 実数 地区数

定数 実数 48 48 14

農業委員数 24 24

認定農業者 － 4

認定農業者に準ずる者 － 8

女性 － 3

40代以下 － 0

中立委員 － 2



Ⅱ　担い手への農地の利用集積・集約化

　

※１　管内の農地面積は、活動計画に記載した耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入

２　令和３年度の目標及び実績

※１　集積目標は、活動計画に記載した集積面積を記入　

３　目標の達成に向けた活動　

※　活動実績は、目標の達成のために何月に何を行ったのか等詳細かつ具体的に記入

４　目標及び活動に対する評価

１　現状及び課題

現　　　　　状
（令和３年３月現在）

管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率

6，870ｈａ　　 1，573ｈａ　　　 22.89%

課　　　　　題

　　農業従事者の高齢化や不在地主の増加などによる後継者不足、及び農作物の価格下落、
特に中山間地域では維持管理費だけでも大きな負担となっており、担い手育成・確保が困難な
状況となっている。効率的な農業経営を維持していくためには農地の利用集積を推進していく
ことが必要である。

※２　これまでの集積面積は、活動計画に記載した担い手（認定農業者及び農業委員会法施行規則第10条で
　　　定める者）へ利用集積されている農地の総面積を記入

集積目標　① 集積実績　② （うち、新規実績） 達成状況（②／①×１００）

１，６２３ｈａ　　 １，５１５ｈａ　　 ７３ｈａ　　 93.35%

※２　集積実績は、年度末時点で担い手へ利用集積されている農地の総面積を記入

※３　新規実績は、集積実績のうち１年間に新規集積面積（非担い手が自作又は利用していた農地のうち、
　　　担い手に対して権利の設定・移転がされた農地）をどの程度増加させたかを記入

活動計画

　農地利用最適化推進委員が中心となり、貸し手、借り手の意向等情報収集を行い、農地中間
管理機構と連携し、担い手の紹介・地権者との調整などにより農地集積を促進する。
　また、農家相談（１１月）、農業委員会だより、市ホームページ等で農地中間管理事業や利用
権設定制度等の周知を行い、農地の流動化を推進する。

活動実績

　期間満了に伴う利用権設定の更新手続きに伴う通知の発送を年２回（８月、２月）実施。
　貸し手、借り手の意向等の情報収集を行い、担い手の紹介・地権者との調整などを通して効
率的な利用集積を促進した。
　１１月２日から２６日まで市内１４か所で実施した農家相談会（相談人数４６人、　相談件数６０
件）において、農地を貸したいとの相談に対し、担い手へとつなげて集積を図った。
　また、市ホームページ等で農地中間管理事業や利用券設定制度等を年間を通して周知する
とともに、１０月発行の農業委員会だよりでは中間管理事業を詳しく紹介した。
　農地利用状況調査の結果に基づき農地利用意向調査を実施し、回答のうち３５６件について
農地中間管理事業の利用意向であり、農地中間管理機構に報告した。

目標に対する評価
　新規実績は増加しているが、それ以上に大型の担い手農家の規模縮減の影響があり、目標
達成できなかなったと思われる。

活動に対する評価
　コロナ過で、なかなか活動しにくい面はあるが、積極的に地域に出かけ貸し手、受け手の情報
収集を行い、担い手への集積につなげていく必要がある。



Ⅲ　新たに農業経営を営もうとする者の参入促進

　

２　令和３年度の目標及び実績

※１　参入目標及び参入目標面積は、活動計画に記載した参入者数及び農地面積を記入　

３　目標の達成に向けた活動　

※　活動実績は、目標の達成のために、何月に何日何を行ったのか等詳細かつ具体的に記入

４　目標及び活動に対する評価

１　現状及び課題

新規参入の状況

平成30年度新規参入者数 令和元年度新規参入者数 令和２年度新規参入者数

　　　　　　　　　　　　　６経営体　　　　　　　　　　　　　６経営体 　　　　　　　　　　　　　１経営体

平成30年度新規参入
者が取得した農地面積

令和元年度新規参入者
が取得した農地面積

令和２年度新規参入者
が取得した農地面積

２６．５ｈａ　　 ３．４ｈａ　　 ０．２ｈａ　　

課　　　　　題

　新規就農者の確保や農地所有適格法人等の新規参入を促進するためには、優良な農地
等の生産基盤の確保や農地集積により効率的な営農と規模拡大が行えるよう支援していくこ
とが必要である。
　関係機関や団体から新規就農を検討している青年等の情報収集を行うとともに、農業委員
と農地利用最適化推進委員が情報を共有して目標達成を目指す。

※１　新規参入者数は、活動計画に記載した過去３年の農地の権利移動を伴う新たな新規参入者数を
　　記入し、法人雇用や親元就農は含まない。

※２　新規参入者が取得した農地面積は、上段で記入した経営体が取得した農地面積の合計を記入

参入目標① 参入実績② 達成状況（②／①×１００）

６営体 １７経営体 283%

参入目標面積③ 参入実績面積④ 達成状況（④／③×１００）

４．５ｈａ　　 ４８ｈａ　　 1066%

※２　参入実績は、１年間に新たに参入した新規参入者数を記入
※３　参入実績面積は、上記で記入した経営体が取得した農地面積の合計を記入

活動計画
　新規参入希望者への相談活動、農地情報を行うとともに、各関係機関と連携し、各補助制
度、研修制度に関する情報提供を行い、新規参入の促進を図る。

活動実績

　新規就農を目指す方に対し農政企画課等関係機関と連携し農地の相談業務を行った。
　実質化された「人・農地プラン」の話し合いに参加し、意欲ある農業者の掘り起こしや人材の
確保に向けた取り組みを行った。
　１２月２１日　国府地区　農業委員１名、農地利用最適化推進委員２名参加
　１２月２３日　大郷地区　農業委員１名、農地利用最適化推進委員１名参加
　　１月２８日　福部地区　農業委員１名、農地利用最適化推進委員１名参加
　　２月　６日　嶋・宮谷地区　農業委員２名、農地利用最適化推進委員１名参加

目標に対する評価
　大幅に目標を上回る結果となった。
　今後も関係機関と連携して新規参入の促進に取り組むことが必要。

活動に対する評価 　今後も地域での話し合いに積極的に参加するなど継続的に取り組む必要がある。



Ⅳ　遊休農地に関する措置に関する評価

　

　  

２　令和３年度の目標及び実績

※１　解消目標は、活動計画に記載した解消面積を記入
※２　解消実績は、当該年度末時点の遊休農地の解消面積を記入

３　２の目標の達成に向けた活動

４　目標及び活動に対する評価

１　現状及び課題

現　　　　　状
（令和３年３月現在）

管内の農地面積（Ａ） 遊休農地面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

７，０５９ｈａ　　 １８９ｈａ　　　 2.68%

課　　　　　題
　農業の担い手不足、農産物価格の低迷、中山間地や土地条件が悪い等の要因により、遊休
農地が増大している。

※１　管内の農地面積は、活動計画に記載した耕地及び作付面積統計における耕地面積と
　　　農地法第30条第１項の規定による農地の利用状況調査により把握した同法第32条第１項第１号
　　　の遊休農地の合計面積を記入

※２　遊休農地面積は、活動計画に記載した農地法第30条第１項の規定による農地の利用状況調査により
　　　把握した第32条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

解消目標① 解消実績② 達成状況（②／①×１００）

２０ｈａ　　 ▲９ｈａ　　 ▲４５％　　

活
動
計
画

措置の内容 調査員数（実数） 調査実施時期 調査結果取りまとめ時期

農地の利用状況
調査

８８人 ７月～１１月 １１月～３月

調査方法
　各地域別に班編成を行い、鳥取市版GISの図面等を農業委員、農地利用最
適化推進委員に配布し、田植え後や稲刈り後など現況の把握しやすい時期に
調査。

農地の利用意向
調査

調査実施時期：１１月～３月

その他の活動

活
動
実
績

農地の利用状況
調査

調査員数（実数） 調査実施時期 調査結果取りまとめ時期

８８人 ７月～１１月 ８月～１月

１月～３月

第32条第1項第1号 第32条第1項第2号 第33条

調査数：　　　　 ４２６筆 調査数：　　　　 　　４６６筆 調査数：　　　　　 　　　筆

調査面積：　　３６．４ha 調査面積：　　　　３４．４ha 調査面積：　　　　　　　ha

その他の活動

目標に対する評価
　担い手農家の高齢化や農産物価格の低迷等により、担い手農家が借入地を解約し作付面積
を縮小していることに伴い、返された農地の一部が遊休化していると考えられる。

農地の利用意向
調査

調査実施時期　１月～３月 調査結果取りまとめ時期

活動に対する評価
条件の悪い農地を中心に遊休化が拡大しており、所有者等に対し耕作指導や草刈りなどの農
地としての管理指導を行うなど積極的かつ継続的に取り組むことが必要。



Ⅴ　違反転用への適正な対応

　

※　管内の農地面積は、活動計画に記載した耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入
※　違反転用面積は、活動計画に記載した管内で農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定等に違反して

転用されている農地の総面積を記入

２　令和３年度実績

※　実績は、年度末時点の違反転用面積を記入

３　活動計画･実績及び評価

１　現状及び課題

現　　　　　状
（令和４年３月現在）

管内の農地面積（Ａ） 違反転用面積（Ｂ）

６，８７０ｈａ　　 １０．３ｈａ　　　

課　　　　　題

　農業従事者の高齢化、後継者不足による遊休農地の増加や農地法等法令に対する認識の
低さが違反転用の一因となっている。
　また、違反転用は是正指導を行うものの、復元に多額の費用が発生することも多いため、違反
状況が長期化し是正が困難となっている。

実　　　　績① 増減（Ｂ-①）

１０．３ｈａ　　 ０ｈａ　　

活動計画

　農業委員及び農地利用最適化推進委員が随時、農地パトロールを実施して、早期発見・未
然防止に務める。
　新たな違反転用者には、文書指導や口頭指導等の現状回復に向けた指導を行う。また、既
存の違反転用者には文書及び口頭指導を継続して行うとともに、県・鳥取市農政企画課などの
関係機関と連携して違反転用の解消を強力に推進する。
　農業委員会だより、市ホームページ等を活用して周知を図る。

活動実績

　農業委員、農地利用最適化推進委員が随時、農地パトロールを実施し、早期発見・未然防止
に務めた。
　農業委員会だより、市ホームページ、CATV等を活用して違反転用防止に対する啓発活動を
行うとともに、関係機関と連携して戸別訪問により違反転用者に対し是正を求めた。

活動に対する評価
　日々の農地パトロールにより早期発見・未然防止が新たな違反転用防止につながることから
継続して取り組み必要がある。

※　活動実績は、違反転用の解消や早期発見･未然防止のために何月に何を行ったのか等
    詳細かつ具体的に記入



Ⅵ　農地法等によりその権限に属された事務に関する点検

１　農地法第３条に基づく許可事務

（１年間の処理件数：　　　　５０件、うち許可　　　５０件及び不許可　　　　０件）

（１年間の処理件数：　　　　７１件）

点検項目 具体的な内容

事実関係の確認
実施状況

　現地調査、関係者への聞き取りを実施。また、チェックシートを活用し調査漏れ
がないかを確認している。

是正措置 ―

総会等での審議

実施状況 　チェックシートに従って判断根拠を明確にしている。

是正措置 ―

申請者への審議結果
の通知

実施状況

申請者へ総会等での指摘や許可条件等を説
明した件数

５０件

不許可処分の理由の詳細を説明した件数 ０件

是正措置 ―

審議結果等の公表

実施状況 　議事録をホームページで公開している。

是正措置 ―

処理期間

実施状況 標準処理期間 申請書受理から　　３０日 処理期間（平均） ２７日

是正措置 ―

２　農地転用に関する事務

点検項目 具体的な内容

事実関係の確認

実施状況
　現地調査、関係者等への聞き取りを実施。また、チェックシートを活用し調査漏
れがないかを確認している。

是正措置 ―

総会等での審議

実施状況 　チェックシートに従って判断根拠を明確にしている。

是正措置 ―

審議結果等の公表

実施状況 　議事録をホームページで公開している。

是正措置 ―

処理期間

実施状況 標準処理期間 申請書受理から　　５０日 処理期間（平均） ２５日

是正措置 ―



３　農地所有適格法人からの報告への対応

４　情報の提供等

点検項目 実施状況

農地所有適格法人からの報告に
ついて

管内の農地所有適格法人数 ３９　法人

うち報告書提出農地所有適格法人数 ３５　法人

うち報告書の督促を行った農地所有適格法人数 ０　法人

うち督促後に報告書を提出した農地所有適格法人数 ０　法人

うち報告書を提出しなかった農地所有適格法人 ０　法人

提出しなかった理由

対応方針

農地所有適格法人の状況につい
て

農地所有適格法人の要件を欠くおそれがあるため農業委員会
が必要な措置をとるべきことを勧告した農地所有適格法人数

０　法人

対応状況

点検項目 具体的な内容

賃借料情報の調査・
提供

実施状況

調査対象賃貸借件数　　　　　　　５２７　件
公表時期
　　　　令和　４年　３月

情報の提供方法：ホームページ、農業委員会だよりに掲載

是正措置 ―

農地の権利移動等の
状況把握

実施状況

調査対象権利移動等件数　　　　１，４５０件
取りまとめ時期
　　　　平成　４年　３月

情報の提供方法：事務局に備え付け

是正措置

農地台帳の整備

実施状況

整備対象農地面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｈａ

データ更新：毎月更新

公表：全国農地ナビで公表

是正措置

※その他の事務
　上記ⅡからⅥに掲げる事務以外の事務について、次年度の目標及びその達成に向けた活動計画
を作成する場合には、それぞれの事務ごとに、上記様式に準じて取りまとめること。



Ⅶ　地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容

※Ⅱ～Ⅵの事務について、活動を通じて地域の農業者等から寄せられた主な意見及び対処方針について記載

Ⅷ　事務の実施状況の公表等

１　総会等の議事録の公表

ＨＰに公表している その他の方法で公表している

２　農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出

意見の提出件数 1 件

３　活動計画の点検･評価の公表

ＨＰに公表している その他の方法で公表している

提出先及び提出した
意見の概要

提　 出 　先：鳥取市長
意見の概要：有害鳥獣対策について
　　　　　　　　新規参入の促進について
　　　　　　　　担い手への農地利用の集積・集約化・農地の維持について
　　　　　　　　農業委員会事務局の体制整備について

農地利用最適化等に関する
事務

〈要望･意見〉
　・鳥獣による被害が顕著であり、農業者の生産意欲の減退、耕作放棄地
　　増加の要因となっているため、被害防止への支援を要望
　・新規参入しやすくするためにスマート農業の整備に対する支援
　・圃場整備完了から長い年月を経た農地が多くあり、経年劣化した農道、
　　水路が多数点在している為、生産基盤に対する支援

〈対処内容〉
　・令和３年度　農地等利用最適化推進施策の改善についての意見書
　　に反映した。

農地法等によりその権限に
属された事務

〈要望･意見〉
　・隣地の遊休農地に雑草が繁茂し大変困っている

〈対処内容〉
　・農地の所有者に対し、農地の適正管理を行うよう文書で依頼した。


